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貸切バス事業は、観光バスとしてのサービスのほか、団体輸送、イベント輸送等の様々

なニーズに対応し、近年では、貸切バスを利用した格安の募集型企画旅行やいわゆるツア

ーバスが進展するなど、身近な輸送手段として、国民に広く利用されている。 

貸切バス事業への新規参入については、平成 12年２月に需給調整規制が廃止されたこと

により、その事業者数は 11 年度には 2,336 事業者であったものが 20 年度には 4,196 事業

者と約 1.8 倍に増加しているが、輸送人員は、ほぼ横ばいで推移している。貸切バス事業

者の経営環境は、こうした事業者数の増加に伴う事業者間の競争の激化、さらには、団体

旅行の小口化・旅行商品の低価格化による営業収入の減少等の影響により、厳しい状況が

続いている。 

一方、貸切バスの交通事故件数は、平成 11 年には 365 件であったものが 17 年には 478

件（対 11年比 131％）と増加し、その後減少傾向に転じているが、20年は 413件（同 113.2％）

と、依然として高い水準となっている。 

国土交通省は、平成 19 年２月に大阪府であずみ野観光バスによる死傷事故が発生したこ

とを契機に、同年３月にツアーバスに関する全国街頭調査を実施し、同年４月には貸切バ

ス事業者を対象とした重点監査を実施している。これらの結果、運転者に対する過労防止

義務違反等の法令違反が判明したため、同省は、各種の指導通知により、ツアーバスを含

む貸切バス事業者における関係法令の遵守の徹底と安全運行の確保を求めている。さらに、

同年６月には、貸切バスに係る安全性の確保及び質の向上に向けた方策を検討するため、

国土交通省の担当部局と貸切バス事業者及び旅行業者の団体等をメンバーとした「貸切バ

スに関する安全等対策検討会」を開催し、同年 10月に交替運転者の配置基準の設定、貸切

バス事業者の安全に対する取組状況等について評価・公表する制度の創設、監査の強化等

の今後の対応策を取りまとめている。 

しかし、貸切バス事業者に対する行政処分等の件数は、監査要員の増員及び監査事業者

数の増加もあり、平成 16 年度に 134 件であったものが、20 年度には 370 件（対 16 年度比

276.1％）と増加している。 

また、貸切バス事業者からは、届出運賃を下回る運賃や運転者の労働時間等を無視した

旅行計画を契約先から一方的に提示されるなどの苦情が聞かれ、貸切バスの安全運行への

悪影響が懸念されている。 

さらに、近年、急速に普及しているツアーバスについては、長距離を運行したり深夜に

運行することが多いことから、その安全性の確保の必要性が指摘されている。 

この行政評価・監視は、このような状況を踏まえ、貸切バスの安全確保対策の推進を図

る観点から、貸切バス事業における安全確保対策の実施状況、貸切バス事業者と旅行業者

等との運送契約の締結状況、関係機関における貸切バス事業者への監査・指導等の実施状

況を調査し、関係行政の改善に資するために実施したものである。 
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